
2024 年 6 月 1 日
株式会社ユーピーアイ

　　介護職員の処遇改善につきましては、これまでにも何度かの取り組みが行なわれてきました。
　　令和6年6月の介護報酬改定においてはこれまでの「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定職改善加算」「介護職員
　等ベースアップ等加算」が一本化され「介護職員等処遇改善加算」が創設されました。
　　株式会社ユーピーアイにおきましても加算算定を行っております。

　　当該加算を算定するにあたり、
　　　Ａ 現行の介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）から（Ⅳ）まで取得していること
　　　Ｂ 介護職員等処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること
　　　Ｃ 介護職員等処遇改善加算に基づく取組について、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞへの掲載等を通じた見える化を行っていること
　という３つの要件を満たしている必要があります。
　　Ｃ の「見える化」要件とは、①2020年度からの算定要件で、②介護サービスの情報公表制度や自社のホームページを
　活用し、新加算の取得状況、賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を公表していることです。

　　以上の要件に基づき、株式会社ユーピーアイにおける新加算の取得状況や、処遇改善に関する賃金以外の具体的な取組
　につきまして、以下の通り公表いたします。

【株式会社ユーピーアイにおける加算算定状況】

　介護職員等処遇改善加算Ⅱを算定いたします

【株式会社ユーピーアイにおける職場環境要件の取組状況】

介護職員等処遇改善加算における見える化要件について

区分 内容 具体的取り組み内容

入職促進に向けた
取り組み

○法人や事業所の経営理念やｹｱ方針･人材育成方針
　･その実現のための施策･仕組みなどの明確化

・方針や施策を定めてﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに掲載している

○他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、
　経験者･有資格者等にこだわらない幅広い採用の
　取組の実施

・無資格者（未経験者）や短時間勤者も対象とし
　た採用を行っていることに加えて年齢も不問と
　している

資質の向上やキャ
リアアップに向け
た支援

○働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する
　実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護
　技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、
　認知症ｹｱ、ｻｰﾋﾞｽ提供責任者研修、中堅職員に
　対するﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研修の受講支援等

・受講料や研修費等の全額または一部補助を行う
　ことに加えて勤務調整も行うことにより、職員
　が研修や講習を受けやすい環境を整えている

○ｴﾙﾀﾞｰ・ﾒﾝﾀｰ（仕事やﾒﾝﾀﾙ面のｻﾎﾟｰﾄ等をする担
　当者）制度等導入

・入職時に担当者を決めてｻﾎﾟｰﾄにあたっている

○上位者・担当者等によるｷｬﾘｱ面談など、ｷｬﾘｱｱｯ
　ﾌﾟ等に関する定期的な相談の機会の確保

・管理者との面談を最低年に２回設けている

腰痛を含む心身の
健康管理

○介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の
　修得支援、介護ﾛﾎﾞｯﾄやﾘﾌﾄ等の介護機器等導入
　及び研修等による腰痛対策の実施

・研修費用の一部負担等、介護技術の習得支援を
　行っている
・特浴、ﾘﾌﾄ浴、電動ﾍﾞｯﾄﾞ（超低床ﾍﾞｯﾄﾞを含む）
　を導入し、介護職員の腰痛対策を行っている

○事故・ﾄﾗﾌﾞﾙへの対応ﾏﾆｭｱﾙ等の作成等の体
　制の整備

・業務標準化活動にて、事故対応ﾏﾆｭｱﾙを作成して
　体制を整備している

両立支援・多様な
働き方の推進

○職員の事情等の状況に応じた勤務ｼﾌﾄや短時間正
　規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規
　職員から正規職員への転換の制度等の整備

・希望休等を募り、職員の事情に極力応じた勤務
　ｼﾌﾄ作成を行っている
・職員面談の際に転換希望のﾋｱﾘﾝｸﾞも行い、審査
　を通じて極力人事に反映する体制をとっている

○業務や福利厚生制度、ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ等の職員相談窓口
　の設置等相談体制の充実

・ﾊﾗｽﾒﾝﾄ相談も含めた職員相談窓口を設置して
　相談体制を整備している

生産性向上のため
の業務改善の取組

○ﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末やｲﾝｶﾑ等のICT活用や見守り機器等の
　介護ﾛﾎﾞｯﾄやｾﾝｻｰ等の導入による業務量の縮減

・介護ｿﾌﾄの活用による情報共有、記録の電子化に
　よる業務負担軽減を行っている
・ｾﾝｻｰ等の導入により業務量軽減を図っている

○高齢者の活躍(居室やﾌﾛｱ等の掃除、食事の配膳･
　下膳などのほか、経理や労務、広報なども含め
　た介護業務以外の業務の提供)等による役割分担
　の明確化

・送迎業務、掃除、配膳下膳などに特化し、一部
　事業所において高齢者が活躍している

○業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等
　による情報共有や作業負担の軽減

・業務標準化活動にて、手順書･記録･報告様式の
　見直しを定期的に行い、負荷軽減に努めている

やりがい・働きが
いの醸成

○ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ等による職場内ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの円滑化によ
　る個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境
　やｹｱ内容の改善

・事業所の全体会議等を通じて業務やｹｱに関する
　意見を交換するなどして円滑なｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを図っ
　ている

○地域包括ｹｱの一員としてのﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝ向上に資す
　る、地域の児童･生徒や住民との交流の実施

・職場体験授業の受入れ、地域行事への参加、お
　よび施設行事等への招待などを通じて、地域の
　児童や生徒、住民との交流を図っている

○ｹｱの好事例や、利用者やその家族からの謝意等
　の情報を共有する機会の提供

・ｻｰﾋﾞｽ部門ごとの管理者会議において、通常の議
　題とは別に事業所における特別な出来事を発表
　する時間があり、そこで共有を図っている


